
平
成
二
十
年
十
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

四

八

号

各
省
に
よ
る
不
適
切
な
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
の
実
施
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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各
省
に
よ
る
不
適
切
な
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
の
実
施
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
九
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
の
五
省
に
お
け
る
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
〇
七

年
度
ま
で
の
技
術
協
力
に
係
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
会
計
検
査
院
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

�

国
交
省
、
農
水
省
に
お
い
て
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
関
係
の
な
い
業
務
で
帰
宅
が
遅
く
な
っ
た
職
員
の
タ
ク
シ
ー
代
を
Ｏ
Ｄ
Ａ
予
算

か
ら
支
出

�

国
立
感
染
症
研
究
所
に
お
い
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
や
エ
イ
ズ
の
研
究
と
称
し
、
研
究
経
費
で
交
通
機
関
の
プ
リ
ペ
イ
ド

カ
ー
ド
や
研
究
と
関
係
の
な
い
機
器
を
購
入

�

ユ
ネ
ス
コ
・
ア
ジ
ア
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
ユ
ネ
ス
コ
活
動
の
名
目
で
関
係
の
な
い
切
手
や
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド

を
購
入
し
、
経
費
が
補
助
金
交
付
額
と
一
致
す
る
様
偽
装

�

国
立
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
疾
病
の
臨
床
研
究
等
と
題
し
て
同
セ
ン
タ
ー
の
研
究
者
が
架
空
の
納
品
書
、
請

求
書
を
業
者
に
作
ら
せ
、
代
金
を
支
払
っ
た
か
の
様
に
偽
装
し
て
別
の
用
途
に
使
用

�

東
京
大
学
に
お
い
て
、
在
留
期
限
が
切
れ
て
い
る
の
を
確
認
せ
ず
、
不
法
在
留
状
態
の
ま
ま
留
学
生
を
在
籍
さ
せ
、
留

一



学
生
給
与
を
半
年
間
支
給

�

国
際
労
働
財
団
が
研
修
で
招
い
た
ネ
パ
ー
ル
人
二
人
が
離
日
す
る
日
に
失
踪
し
、
依
然
一
人
が
行
方
不
明

�

海
外
漁
業
協
力
財
団
が
シ
ャ
コ
貝
の
資
源
保
護
の
名
目
で
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
に
専
門
家
を
派
遣
し
、
養
殖
を
支
援
し
た

が
、
指
導
終
了
後
に
現
地
の
養
殖
場
が
閉
鎖
、
も
し
く
は
電
力
不
足
に
よ
り
活
動
停
止

等
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
本
来
の
業
務
と
は
無
関
係
の
業
務
に
予
算
が
使
わ
れ
た
等
の
不
適
切
な
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
な
ぜ
こ
れ
ら
の
不
適
切
な
事
例
が
発
生
し
た
か
と
前
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は

「
今
回
の
よ
う
な
事
案
が
生
ず
る
原
因
に
つ
い
て
は
、
予
算
執
行
主
務
官
庁
に
お
い
て
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
、
更
に
調

査
な
ど
を
行
い
、
そ
の
結
果
も
踏
ま
え
、
再
発
の
防
止
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
で
は
今
回
不
適
切
な
事
例
が
指
摘
さ
れ
た
文
科
省
、
厚
労
省
、
農
水
省
、
経
産
省
、
国
交
省
に
お
い
て
、
本
年
十

月
二
十
二
日
現
在
、
実
際
に
原
因
究
明
の
た
め
の
調
査
は
行
わ
れ
て
い
る
か
。

二

一
で
、
行
わ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
各
省
内
の
ど
こ
の
部
署
に
お
い
て
誰
が
責
任
者
と
し
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
の
か
等
、

そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
体
制
に
つ
き
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

十
二
道
府
県
に
お
い
て
国
庫
補
助
事
業
に
係
る
補
助
金
を
不
正
に
使
用
す
る
例
が
見
つ
か
る
等
、
国
と
地
方
を
問
わ
ず
、

二



多
く
の
公
的
機
関
に
よ
る
国
民
の
税
金
の
無
駄
遣
い
の
事
例
が
会
計
検
査
院
の
調
査
に
よ
り
最
近
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
国
民
の
政
府
に
対
す
る
信
頼
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
が
、
麻
生
内
閣
総
理
大
臣
は
、
行
政
の
長
と
し
て
、
何
ら

か
の
指
示
、
訓
令
は
出
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


